
 

日 薬 業 発 第 420 号 

令 和 ５ 年 ２ 月 1 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する 

各種通知・事務連絡等の送付について 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

診療報酬（調剤報酬）改定に係る答申等につきましては、令和４年 12 月 23

日付け日薬発第 232 号ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添１のと

おり令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する各種通知・事務連

絡等が示されました。 

その中で、今回、地域支援体制加算において新たな施設基準が追加されまし

た。このうち、地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する

在庫状況の共有、医薬品融通などの取組事例が求められており、具体的な内容

について、本会としては下記のとおりに考えております。また、参考として薬

剤師会での取組や中央社会保険医療協議会（以下「中医協」）において紹介さ

れた取組事例も合わせて、お知らせいたします（別添２）。 

また、各都道府県薬剤師会で実施している取組事例がございましたら、令和

５年３月 31 日（金）までに、日本薬剤師会の担当事務局までお送りいただけ

ますと幸いです（送り先メールアドレス：iyaku-hoken@nichiyaku.or.jp）。 

また、薬局内掲示例を作成いたしましたので、ご参考ください（別添３）。 

併せて、貴会会員へご周知くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能なほか、本会

ホームページにも後日掲載予定であることを申し添えます。 

 

〇「令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置等について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 医療保険 > 令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html 

  



 

記 

 

１.地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通に関する取組例 

・地域の薬局に対して、自薬局の医薬品の在庫状況を薬剤師会等が作成して

いるリストやシステムを通じて情報提供を行うとともに、必要に応じて、同

一グループではない薬局間において医薬品の融通や分譲を行う。 

・自薬局の医薬品の在庫状況に関する情報提供について、他の薬局からの問

い合わせなどがあった際には、融通・分譲可能な医薬品やその量などについ

て情報提供し、必要な対応を行う。 

 

２.医療機関への情報提供（医薬品供給の状況、自薬局の在庫状況）、処方内容

の調整に関する取組例 

・供給が不足している医薬品などについて、医療機関の診療科などの特性を

踏まえた情報を自薬局の在庫状況等も含めて情報提供し、処方期間や内容等

を調整する。 

・直近の医薬品の流通状況を考慮して、患者の薬物治療が滞りなく継続的に

受けられるよう、患者に丁寧な説明をするとともに、処方医と連携して対応

する（同一銘柄の別剤形への変更、他のメーカーへの変更、同効薬への変更

など）。 

・供給が不足している医薬品などへの対応について、直近の医薬品の流通状

況に鑑み、事前に医師に相談・確認し、予め必要な対応を取り決めておく。

また、その対応については、患者に丁寧に説明すること。 

 

３.医薬品の供給情報等に関する行政機関（都道府県、保健所等）との連携に

関する取組例 

・災害時の医薬品供給の対応のように、行政機関を介した備蓄医薬品の情報

共有体制等の取組に協力する。 

・薬剤師会において会員が従事する薬局の医薬品の在庫状況などの情報を行

政機関に共有する。 

 

 

以上 

  



 

（別添） 

１．令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する各種通知・事務

連絡等の送付について 

   （令和５年１月 31 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 

  ・令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置について 

   （令和５年１月 31 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、

外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の

取扱いについて（令和５年１月 31 日付け保医発 0131 第５号、厚生労働

省保険局医療課長ほか） 

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和５年 12 月 31

日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」

の取扱いについて 

 （令和５年１月 31 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 

・令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の

送付について 

（令和５年１月 31 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 

２．取組事例 

（日本薬剤師会作成資料、令和４年 12 月 21 日付け中医協・総会資料） 

３．薬局内掲示例（日本薬剤師会作成） 


様式

		様式86 ヨウシキ

		医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書 イリョウ ジョウホウ キバン セイビ タイセイ ジュウジツ カサン シセツ キジュン カカ トドケデショ

																																										0		0		FALSE		FALSE		FALSE		TRUE		FALSE		FALSE		0		0		令和５年　月　　日		FALSE		  令和５年　月

		保険薬局名 ホケン ヤッキョク メイ

		保険薬局コード ホケン ヤッキョク イヤク

						

作成者: 半角数字７桁で入力をお願いします。
（「,」は記載不要です。）		保険医療機関等区分 ホケン イリョウ キカン トウ クブン				      病院						　      医科診療所								   歯科診療所																						FALSE		FALSE		FALSE		TRUE

		現在の請求方法 ゲンザイ セイキュウ ホウホウ				　　 光ディスク等 ヒカリ トウ												　　紙レセプト カミ																

作成者: 該当する区分にチェックをお願いします。								FALSE		FALSE

		住所 ジュウショ

						

作成者: 都道府県をプルダウンから選択ください。						

作成者: 市町村以下の住所を入力ください。		届出年月日 トドケデ ネンガッピ				令和５年　月　　日 レイワ ネン ガツ ニチ



		特掲診療料の施設基準等（平成二十年厚生労働省告示第六十三号）第十七の四に規定する届出を行う場合は、□に、「✓」を記入の上、開始見込み時期を記入すること 

		　　　　令和５年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する
　　　予定である。 レイワ ネン ガツ ニチ デンシ ジョウホウ ショリ ソシキ シヨウ シンリョウ ホウシュウ セイキュウ カイシ ヨテイ																																								FALSE

		開始見込み カイシ ミコ				  令和５年　月 レイワ ネン ガツ

				上記のとおり届け出ます。 トド デ

				令和 レイワ		5				年 ネン				月 ツキ						日 ニチ

				                    殿										開設者名 カイセツシャ メイ

														住所 ジュウショ				〒								-







リスト

				https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html

						                  　殿

				北海道 ホッカイドウ		北海道厚生局長　殿 ホッカイドウ コウセイキョク チョウ ドノ

				青森県 アオモリケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				岩手県 イワテケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				宮城県 ミヤギケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				秋田県 アキタケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				山形県 ヤマガタケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				福島県 フクシマケン		東北厚生局長　殿 トウホク コウセイキョク チョウ ドノ

				茨城県 イバラキケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				栃木県 トチギケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				群馬県 グンマケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				埼玉県 サイタマケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				千葉県 チバケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				東京都 トウキョウト		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				神奈川県 カナガワケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				新潟県 ニイガタケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				山梨県 ヤマナシケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				長野県 ナガノケン		関東信越厚生局長　殿 カントウ シンエツ コウセイキョク

				富山県 トヤマケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				石川県 イシカワケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				岐阜県 ギフケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				静岡県 シズオカケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				愛知県 アイチケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				三重県 ミエケン		東海北陸厚生局長　殿 トウカイ ホクリク コウセイキョク

				福井県 フクイケン		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				滋賀県 シガケン		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				京都府 キョウトフ		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				大阪府 オオサカフ		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				兵庫県 ヒョウゴケン		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				奈良県 ナラケン		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				和歌山県 ワカヤマケン		近畿厚生局長　殿 キンキ コウセイキョク

				鳥取県 トットリケン		中国四国厚生局長　殿 チュウゴク シコク コウセイキョク

				島根県 シマネケン		中国四国厚生局長　殿 チュウゴク シコク コウセイキョク

				岡山県 オカヤマケン		中国四国厚生局長　殿 チュウゴク シコク コウセイキョク

				広島県 ヒロシマケン		中国四国厚生局長　殿 チュウゴク シコク コウセイキョク

				山口県 ヤマグチケン		中国四国厚生局長　殿 チュウゴク シコク コウセイキョク

				徳島県 トクシマケン		四国厚生支局長　殿 シコク コウセイ シキョク

				香川県 カガワケン		四国厚生支局長　殿 シコク コウセイ シキョク

				愛媛県 エヒメケン		四国厚生支局長　殿 シコク コウセイ シキョク

				高知県 コウチケン		四国厚生支局長　殿 シコク コウセイ シキョク

				福岡県 フクオカケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				佐賀県 サガケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				長崎県 ナガサキケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				熊本県 クマモトケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				大分県 オオイタケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				宮崎県 ミヤザキケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				鹿児島県 カゴシマケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク

				沖縄県 オキナワケン		九州厚生局長　殿 キュウシュウ コウセイキョク



https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html

abe-yuuta
添付ファイル
特掲診療料 別添２ 様式86（オンライン請求開始見込み届出）.xlsx


掲示例

患者さんへのお願い別添３



[bookmark: _GoBack]～医薬品の供給が難しくなっています～



　現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。また、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの拡大により流通の逼迫も発生しています。



　当薬局では、患者さんに必要な医薬品を確保するため、

●薬局間の医薬品の融通

●地域の医療機関との情報共有　など

に努めておりますのでご安心ください。





状況によっては医師に確認の上、

○同一成分・同一薬効の医薬品への変更

○処方日数の変更　など

を行う必要が生じるため、調剤にお時間をいただく場合もございます。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。







ご不明な点やご心配なことなどがありましたら

お気軽に薬剤師にご相談ください





●●●●薬局

abe-yuuta
添付ファイル
別添3.薬局掲示例.docx



事 務 連 絡 

令和５年１月 31 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する 

各種通知・事務連絡等の送付について 

 

 

標記につきまして、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健

康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管

課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、関係者に対し

周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 

abe-yuuta
テキストボックス
別添１



事  務  連  絡 

令和５年１月 31 日  

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置について 

 

標記については、令和４年 12 月 23 日の中央社会保険医療協議会答申を踏ま

え、本日、関係法令の告示等が行われたところです。 

本改正の経緯及び概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関及び

保険薬局並びに審査支払機関に対して周知いただきますようご協力をお願いし

ます。 

記 

 

１ 医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加

算の特例措置について 

別紙１のとおり 

 

２ 医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置について 

別紙２のとおり 

 

＜厚生労働省ホームページ（令和５年４月１日からの診療報酬上の措置につい

て）＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html 

＜関係告示・通知＞ 

・診療報酬の算定方法の一部を改正する件 （ 令 和 ５ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 16 号 ）  

・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 （ 令 和 ５ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 17 号 ）  

・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 （ 令 和 ５ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 18 号 ）  

・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する

件 （ 令 和 ５ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 19 号 ）  

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制

加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて （ 令 和 ５ 年 １ 月 31 日 付 け 保 医 発 0131

第 ５ 号 ）  

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和５年 12 月 31 日までに電子情報処理組

織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて （ 令 和 ５ 年 １ 月 31 日 厚 生 労 働 省

保 険 局 医 療 課 事 務 連 絡 ）  

・令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について （ 令 和 ５ 年

１ 月 31 日 厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 事 務 連 絡 ）  



（別紙１）  

医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算

の特例措置 について 

 

１ 改正の趣旨 

  医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点か

ら、保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時

について、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１の評価を見直すとと

もに、再診時に診療情報を活用して診療等を実施することについて、新たな

評価を行う特例措置を講ずることとする。 

また、あわせて療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令（昭和 51 年厚生省令第 36 号）第１条に規定する電子情報処理組織の使

用による請求（以下「オンライン請求」という。）を更に普及する観点から、

当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずることとする。 

 （令和５年 12 月 23 日 中医協答申） 

 

２ 改正の概要 

(１)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

医療機関を受診した患者に対し、初診を行った場合における評価を見直す。 

 

(２)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を新設す

る。 

 

(３)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。 

 

(４)  オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局

が、オンライン請求を行っていない場合において、オンライン請求を令和５

年 12 月 31 日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療

情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可能とする。 

※ 算定を希望する保険医療機関・保険薬局においては「医療情報・システ

ム基盤整備体制充実加算における「令和５年 12 月 31 日までに電子情報

処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについ

て」（令和５年１月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）を参照する

こと。 

 

(５) 上記特例措置については、令和５年４月から 12 月まで（９か月間）時

限的に適用する。 

 

 

 

  



（別紙２） 
 

 

医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置について 
 

１ 改正の趣旨  

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険

薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対す

る加算について、特例措置を講ずることとする。（令和５年 12 月 23 日 中医

協答申） 

 

２ 改正の概要 

(１)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、一般名処方を推進することに

より、保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できる

ことで、患者に適切に医薬品を提供する観点から、医療機関の処方に関する

「一般名処方加算」の評価を見直す。 

 

(２)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、入院患者への医薬品提供に関

する「後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りな

がら、医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価を見直す。 

 

(３)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、診療所の院内処方に関する

「外来後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りな

がら、医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価を見直す。 

 

(４)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点か

ら、薬局での調剤に関する「地域支援体制加算」について、後発医薬品の使

用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給

に資する取組を実施する場合の要件及び評価を見直す。 

 

(５) 上記特例措置については、令和５年４月から 12 月まで（９か月間）時

限的に適用する。 

 

※ 算定に必要な要件については、関係告示及び「医療情報・システム基盤整

備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、

一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」（令和５年１月 31

日付け保医発 0131 第５号）を参照すること。 
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保医発 0131 第５号 

令和５年１月 31 日  

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、 

外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて 

 

標記について、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和５年厚生労働省告示第 16 号）、「基本診療料の施設基準等の

一部を改正する件」（令和５年厚生労働省告示第 17 号）、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和５年厚生労働省告示第

18 号）及び「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」（令和５年厚生労働

省告示第 19 号）が告示され、本年４月１日より適用されることとなったことに伴い、下記の通知の一部をそれぞれ別添１から別添４

までの新旧対照表のとおり改正し、同日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに

審査支払機関に対し周知徹底を図られたい。 

abe-yuuta
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・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第３号）（別添３） 

・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」

（令和４年３月 18 日保医発 0318 第２号）（別添４） 
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○ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発 0304 第３号） 新旧対照表 

 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

別添１ 別添１ 

特掲診療料の施設基準等 

 

特掲診療料の施設基準等 

 

第１～第 36 の２ （略） 第１～第 36 の２ （略） 

第 36の３ 外来後発医薬品使用体制加算 

１ 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準 

(１)～(５) （略） 

(６) 「注 11」に規定する点数を算定する場合には、上記(１)か

ら(５)までのほか、以下の基準を満たすこと。 

ア 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている

保険医療機関であること。 

イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更

等に関して適切な対応ができる体制が整備されているこ

と。 

ウ イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によっ

て投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更

する場合には患者に十分に説明することについて、当該保

険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 

第 36の３ 外来後発医薬品使用体制加算 

１ 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準 

(１)～(５) （略） 

（新設） 

２ 届出に関する事項 

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添２

の様式 38の３を用いること。 

２ 届出に関する事項 

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添２

の様式 38の３を用いること。 

別 添 ３ 
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なお、「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについ

ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生（支）局長

に対して、届出を行う必要はないこと。 

第 36の４ 一般名処方加算 （新設） 

１ 一般名処方加算に関する施設基準 

「注９」に規定する一般名処方加算を算定する場合は、医薬品

の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説

明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し

ていること。 

 

２ 届出に関する事項 

「注９」に規定する一般名処方加算の施設基準に係る取扱いに

ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生（支）

局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第 37～第 91 （略） 第 37～第 91 （略） 

第 92 地域支援体制加算 

１ 地域支援体制加算に関する施設基準 

(１)～(24) （略） 

(25) 「注 12」の加算を算定する場合には、上記(１)から(24)ま

でのほか、以下の基準を満たすこと。 

ア 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。 

イ 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬

局（同一グループの保険薬局を除く。）に対する在庫状況

の共有、医薬品の融通などを行っていること。 

ウ 上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見

やすい場所に掲示していること。 

第 92 地域支援体制加算 

１ 地域支援体制加算に関する施設基準 

(１)～(24) （略） 

（新設） 

 

２ （略） ２ （略） 
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第 92の２～第 97 の２ （略） 第 92の２～第 97 の２ （略） 

第 97の３ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 第 97の３ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 

１ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準 １ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準 

(１)～(３) （略） 

(４) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていな

い保険薬局が、令和５年 12 月 31 日までにこれを開始する旨

について、地方厚生（支）局長に届け出た場合は、同日まで

の間に限り、(１)を満たしているものとみなす。 

(１)～(３) （略） 

（新設） 

２ 届出に関する事項 ２ 届出に関する事項 

(１) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いに

ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生

（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

(２) なお、１の(４)の届出は、別添２の様式 86を用いること。 

(３) 令和５年４月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月

末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものにつ

いては、同月１日に遡って算定することができるものとす

る。 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いについ

ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生（支）局長

に対して、届出を行う必要はないこと。 

（新設） 

（新設） 

第 98～第 103 （略） 第 98～第 103 （略） 

 

  



 

事 務 連 絡 

令和５年１月 31 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和５年12月31日までに電子情

報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて 

 

 

標記について、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、

外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」

（令和５年１月31日保医発0131第５号）により、「基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第２号。以下、「基本

通知」という。）及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに

ついて」（令和４年３月４日保医発0304第３号。以下、「特掲通知」という。）が改正さ

れ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に「電子情報処理組織を使用し

た診療報酬請求を行っていない保険医療機関が、令和５年12月31日までにこれを開始する

旨について、地方厚生（支）局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、（１）※を満

たしているものとみなす。」の記載が追加されたところであるが、当該届出について、下

記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いについて遺漏ないよう、貴管下の保険医

療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

※電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 

 

記 

 

 

１.届出方法について 

届出に当たっては、保険医療機関の場合は、基本通知別添７の様式２の５、保険薬

局の場合は特掲通知別添２の様式86を記入の上、原則電子ファイルにてonline-

seikyu@mhlw.go.jpに送付すること。やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、保

険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生（支）局に郵送により送付すること。

なお、様式については、下記のＵＲＬよりダウンロードして使用すること。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html 
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２.届出期間について 

 当該届出については、令和５年３月１日より届出可能とする。令和５年４月から医

療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、届出期限は令和５年４月10

日とされているが、地方厚生（支）局等の窓口は４月１日以降に届出が集中し、混雑

が予想されることから、原則令和５年３月31日までに届出を提出すること。 

 また、当該届出に基づき、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場

合、令和５年４月届出分を除き、届出の翌月からの算定となることから、当該届出の

最終期限は令和５年12月１日となるため、留意すること。 

 

３.その他 

 本事務連絡に記載のない事項については、別途疑義解釈等でお示しする。 



様式86

　　紙レセプト

上記のとおり届け出ます。

令和 年 月 日

                    殿 開設者名

〒 -住所

  令和５年　月

　　 光ディスク等

令和５年　月　　日

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書

　　　　令和５年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する
　　　予定である。

住所

5

開始見込み

特掲診療料の施設基準等（平成二十年厚生労働省告示第六十三号）第十七の四に規定する届出を行う
場合は、□に、「✓」を記入の上、開始見込み時期を記入すること

保険薬局名

保険薬局コード

現在の請求方法

届出年月日



                  事  務  連  絡 

令和５年１月 31 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する 

疑義解釈資料の送付について 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和５年厚生労働省告示第 16 号）

等については、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使

用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体

制加算の取扱いについて」（令和５年１月 31 日保医発 0131 第５号）等によ

り、令和５年４月１日より実施することとしているところであるが、今般、

その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添４までのとおり取りまとめ

たので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。  
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（別添４） 

 

調－1 
 

調剤報酬点数表関係 

 

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和５年厚生労働省告

示第 18 号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労

働省告示第 63 号）において、「令和５年 12 月 31 日までに療養の給付及び公

費負担医療に関する費用の請求に関する省令第１条に規定する電子情報処

理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局につい

ては、同日までの間に限り、第 15 の９の５の(1)に該当するものとみなす。」

とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和５年 12 月 31 日まで

に、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、

どのように考えればよいか。 

（答）令和５年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始さ

れていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充

実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。 

 

問２ 問１について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どの

ような状況を指すのか。 

（答）「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に

関する取扱いについて」（平成 18 年４月 10 日 保総発第 0410 第１号（最終

改正；令和３年 12 月３日 保連発 1203 第１号））別添 電子情報処理組織等

を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添１ 電子情報処理組織の使用に

よる費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。 

 

【地域支援体制加算】 

問３ 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地

域の保険医療機関又は保険薬局（同一グループの保険薬局を除く。）に対し

て在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として

設けられているが、どのような取組が求められているのか。 

（答） 

施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、

地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うた

めの情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定

供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきもの

であり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供



 
（別添４） 

 

調－2 
 

給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機

関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開

かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品

供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の

連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。 

（例） 

・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通 

・医療機関への情報提供（医薬品供給の状況、自局の在庫状況）、処方内容

の調整 

・医薬品の供給情報等に関する行政機関（都道府県、保健所等）との連携 

 

なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取

組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措

置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。 
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医薬品供給に関する取組紹介

必要に応じた医療機関への
情報提供

日本薬剤師会・作成資料

地域の薬局の在庫状況を地域薬剤師会が
取りまとめリスト化している。
この情報共有を活⽤し、供給不⾜に地域
で対応する体制を構築している。

医薬品の供給問題に関する対応として、地域支援体制加算において新たな施設基準が追
加され、地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、
医薬品融通などの取組が求められている。各薬局や地域単位で行われている取組事例を
紹介する。

薬局間での医薬品の分譲がスムーズに⾏
えるようシステム化している。支部単位
で集められている情報を地区に検索範囲
を拡⼤し情報の精度向上を図っている。

地域薬剤師会が地域の薬局の在
庫状況をリストで共有

薬剤師会において医薬品の
分譲システムを作成

⾃薬局の在庫状況を関係する医療機関の
診療科などの特性に合わせて、必要な情
報提供している。

別添２
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医薬品の供給状況に対応するための医療機関・薬局の協力

○ 医薬品供給が不安定な中にあっても、医薬品を必要とする患者に安定的に提供できるよう、地域の医療機関と薬

局の間での情報共有が行われている例がある。

病院から近隣の薬局への
情報共有の例

院内の医薬品の入荷や処方の状況等につい
て、近隣の薬局と情報共有し、患者に安定
して医薬品の提供ができるように努めてい
る。

薬局から近隣の医療機関への
情報共有の例

医薬品の供給状況に合わせて医師が適切に
処方できるよう、入手困難となっている品
目の在庫状況について、薬局から近隣の医
療機関に情報共有している。

地域の薬局間での
情報共有の例

地域の薬局間で在庫情報等を共有し、必要
に応じて融通しあうなど、安定的な医薬品
の提供体制の構築に努めている。

※ 本事例は在宅医療推
進のための薬局機能強
化事業において、医療用
品共有システムを活用し
て情報共有や薬局間相
互での医薬品融通を行っ
ている

abe-yuuta
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掲⽰例 

患者さんへのお願い 

〜医薬品の供給が難しくなっています〜 

 

 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続い

ています。また、新型コロナウイルス感染症や季節性インフル

エンザの拡⼤により流通の逼迫も発生しています。 
 

 当薬局では、患者さんに必要な医薬品を確保するため、 

●薬局間の医薬品の融通 
●地域の医療機関との情報共有 など 
に努めておりますのでご安心ください。 

 

 

状況によっては医師に確認の上、 

○同一成分・同一薬効の医薬品への変更 
○処方日数の変更 など 
を⾏う必要が生じるため、調剤にお時間をいただく場合もご
ざいます。 
ご理解ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 
 
 

ご不明な点やご⼼配なことなどがありましたら 
お気軽に薬剤師にご相談ください 

 
 

●●●●薬局 

別添３ 




